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第１章 研究の目的と背景 
 
本研究の目的は、平成 15 年度より全国で実施されている精神障害者退院促進

支援事業（以下、退院促進支援事業）における支援の実態調査を行なうととと

もに、支援のプログラム機能を評価することである。 
社会福祉法人巣立ち会では、これまで 15 年間にわたり精神障害者の退院を支

援する活動を行ってきた。平成 19 年 3 月末までに 126 名が退院に至っており、

非常に高い成果をあげてきている。そこで、巣立ち会における支援のあり方を、

プログラムモデルとして、退院促進支援事業実施主体のプログラム評価を行う

こととした。さらには、退院支援を効果的に行うためのシステム構築を目指す。 
まず、退院促進支援事業が開始される背景としての社会的入院の問題について

取り上げ、これまでの退院促進支援事業の報告書から得られた知見について、

以下に述べる。 
 

1-1. 社会的入院と精神障害者退院促進支援事業 
 
近年、精神保健領域において社会的入院が着目されている。社会的入院とは、

小山（1998）によれば、「厚生省（現厚生労働省）の行政文書の中で使用された

のは、生活保護法上の医療援助の運営に対する指導要領においてある」とされ

ている（安西、2004）。すなわち、当初は結核患者に対して用いられた言葉であ

った。その後、昭和 36 年からの精神科病院建築ラッシュの後、昭和 40 年代に

「寛解した患者が職場や家庭に帰ることができず、そのまま入院を継続すると

いうケースが目立ってきた中で、生活保護制度の適切な運用という視点から社

会的入院という言葉が用いられた」とされる（小山、1998）。 
厚生省（現厚生労働省）の昭和 58 年度精神衛生実態調査を皮切りに、精神科

長期在院患者を対象として、「退院して社会生活が出来る」あるいは、「条件が

整えば退院の可能性がある」患者がどの程度存在するかという調査がさまざま

な団体により実施されてきた。その結果、厚生労働省から発表された文書では

「受入れ条件が整えば退院可能」な患者数は「7 万 2,000」または「約 7 万人」

とされている。この数字が初めて公式文書に登場したのは社会保障審議会障害

部会報告書（2002）であった。 
社会保障審議会障害部会報告書（2002）では、ノーマライゼーションや当事

者主体の精神保健医療福祉への転換を前提に、「これまでの入院医療主体から、
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地域における保健・医療・福祉を中心としたあり方へ転換する」という方向性

が示され、特に長期在院患者の地域移行について「受入れ条件が整えば退院可

能な約 7 万 2,000 人の精神病入院患者の退院・社会復帰を図る」と明記された。

これは、従来の入院医療中心から地域生活中心への転換を図ること、「7 万 2,000
人」という数値目標を掲げて退院・社会復帰の対策を講じることを明確にした

画期的なものであった。 
平成 15 年 5 月には、厚生労働省精神保健福祉対策本部から中間報告が発表さ

れ、4 つの重点施策が掲げられた。①普及啓発：精神障害についての正しい理解

を広げ、当事者参加活動を推進する、②精神医療改革：精神病床の機能強化、

地域ケアの拡充、精神病床の減少を促すこと、③地域生活の支援：住居・雇用・

相談支援の強化、④「受入れ条件が整えば退院可能」な約 7 万 2,000 人の対策：

退院促進支援事業（大阪式）の全国への拡充、新障害者プラン実施による退院

後の受け皿の整備・ホームヘルプ等の拡充であった。 
「精神障害者退院促進支援事業」とは、「精神科病院に入院している精神障害

者のうち、症状が安定しており、受け入れ条件が整えば退院可能である者に対

し、活動の場を与え、退院のための訓練（以下、退院訓練）を行うことにより、

精神障害者の社会的自立を促進すること」を目的とした事業である。 
平成 16 年 9 月には、厚生労働省精神保健福祉対策本部から「精神保健医療福

祉の改革ビジョン」が発表され、「受け入れ条件が整えば退院可能な者」（約 7
万 2,000 人）について「精神病床の機能分化・地域生活支援体制の強化など、

立ち後れた精神保健医療福祉体系の再編と基盤強化を全体的に進めることによ

り併せて 10 年後の解消を図る」が基本方針とされている。 
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1-2 精神障害者退院促進支援事業 
 
退院促進支援事業は、受け入れ条件が整えば退院可能な約 7 万 2,000 人の対

策として、2003（平成 15）年度から始められた国庫補助事業であり、その実施

主体は都道府県等となっている。事業の目的は、「精神科病院に入院している精

神障害者のうち、症状が安定しており、受入条件が整えば退院可能である者に

対し、活動の場を与え、退院のための訓練（以下、退院訓練）を行うことによ

り、精神障害者の社会的自立を促進すること」（厚生労働省精神保健福祉課、

2003：40）である。 
 

1-2-1 事業の概要 
 
 要綱によると退院促進支援事業では、対象者、協力施設等、自立支援員、精

神障害者退院促進支援事業運営委員会（以下、運営委員会）、自立促進支援協議

会（以下、協議会）によって構成されている。対象者は、「精神科病院に入院し

ている精神障害者のうち、症状が安定しており、受入条件が整えば退院可能で

ある者」と定義されており、同じように協力施設等は、「精神障害者に対する理

解が深く、退院を目指す精神障害者に活動の場を提供し、退院訓練を行うこと

を通じてその社会的自立を促進することに協力する精神障害者社会復帰施設、

精神障害者地域生活援助事業所、小規模作業所」、自立支援員は、「精神障害者

の福祉に理解を有する者であって、精神保健福祉士又はこれと同程度の知識を

有する者」と定義されている。また、運営委員会は知事等によって設置され、

対象者数や協力施設等に係る数値目標の設定や、協議会への助言、事業効果の

評価、事業実施における必要事項の協議等を実施することとしている。協議会

は、退院促進支援事業の委託を受けた精神障害者地域生活支援センター（以下、

地域生活支援センター）が、支援状況の把握や具体的支援方法の協議等のため

に設置するものであり、対象者の決定、支援計画の決定、協力施設の決定、事

業の把握・評価・見直し、社会資源の把握、必要事項の協議等が主な業務とさ

れ、原則として月 1 回以上開催するものである。（厚生労働省精神保健福祉課、

2003：40-42） 
 厚生労働省は、「退院促進支援事業サービス利用の主な流れ」を図 1-1 のよう

に示しており、大きく 5 つの段階があることがわかる（厚生労働省精神保健福

祉課、2003：42）。「①利用申し込み」では、主治医や病院精神科ソーシャルワ

ーカー（以下、PSW）が事業の候補者を選び、候補者本人に事業の趣旨や内容
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を説明した上で、本人の希望を把握する。そして本人の承諾を得て、協議会に

申込書と主治医の意見書を提出する。「②対象者の選定」では、申込書の提出を

受けた協議会が対象者の適否を協議し、その協議結果を当該病院の管理者およ

び申請者に通知する。「③自立支援計画の策定」では、協議会が対象者となった

者を担当する自立支援員を決定し、対象者の自立支援計画を立て、協力施設へ

の依頼等を行う。「④協力施設等における訓練」では、立てられた自立支援計画

に基づいて、協力施設等における訓練または日常生活を営むのに必要な活動の

訓練を実施する。なお、ここでいう協力施設等における訓練とは、精神障害者

通所授産施設における授産活動、精神障害者福祉工場における就労、小規模作

業所における作業、グループホームにおける体験入居等が含まれている。訓練

期間における自立支援員の役割は、対象者への訓練内容の説明と対象者との信

頼関係の構築、対象者の入院する病院から協力施設までの同行支援、訓練中の

対象者の状況把握や必要な支援、協議会構成員に対しての支援方法の協議並び

に支援に必要な情報収集、そしてその他対象者が安定的に訓練するために必要

な支援を行うことである。この訓練期間は原則として 6ヶ月以内とされており、

必要に応じて更新される。一方で、対象者の病状悪化時やその他継続困難と見

なされた場合には、訓練中止となる。「⑤訓練終了」は、対象者の退院又は訓練

中止によって終了となる。対象者が退院した場合には、引き続き支援が必要な

場合に退院後 1 ヶ月に限り支援を継続することができる。訓練中止となった場

合には、協議会において訓練中止となった要因の分析を行うこととなっている。 
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図 1-1 精神障害者退院促進支援事業サービス利用の主な流れ 
 
 
 
          

 主治医、病院 PSW 等は事業の候補者を選定する  
 事業の趣旨、内容を本人に説明し、本人の希望を把握  
 当該精神科病院の管理者は、対象者の承諾を得て主治医の意見書を添付

の上、申込書を自立促進支援協議会（以下協議会）に提出する  
 

 
 

 協議会は申請に基づき対象者の適否を協議する  
 協議会は協議の結果を当該精神病院の管理者及び申請者に通知する  

 
 
 
 

 協議会は担当する自立支援員を決定し、対象者の自立支援計画を策定し、

協力施設への依頼等を行う  
 

 
 
 

 自立支援計画に基づき、協力施設等における訓練*、又は日常生活を営む

のに必要な活動の訓練を実施する。  
 自立支援員は必要に応じて以下の支援を行う  

1) 開始時における対象者への訓練内容の説明及び対象者との信頼関係

の構築  
2) 当該対象者が入院している病院から当該協力施設等までの同行支援

3) 当該対象者の訓練中の状況確認及び必要な支援  
4) 協議会の構成員に対しての支援方法の協議並びに支援に必要な情報

の収集  
5) その他当該対象者が安定的に訓練するために必要な支援  

 訓練期間は原則として 6 ヶ月以内とし、必要に応じて更新する  
 対象者の病状悪化の場合にあっては主治医が、その他の場合にあっては

協議会が本事業の継続が困難になったと判断した場合は訓練を中止する

 
*「協力施設等における訓練」とは  
 精神障害者通所授産施設における授産活動、精神障害者福祉工場におけ

る就労、小規模作業所における作業、グループホームにおける体験入居

等  
 
 
 

 協力施設等における訓練は対象者の退院又は訓練中止により終了するも

のとする  
 協議会は毎年度末までに運営委員会に事業実施報告を提出する  
 運営委員会は、毎年度末に知事等に事業実績報告を提出する  

 
 
 
 

 自立支援員は訓練に関する報告書を協議会に提出する  
 引き続き支援が必要な場合は、退院後 1 ヶ月に限り支援を継続すること

ができる  
 

 
 
 

 自立支援員は訓練に関する報告書を協議会に提出する  
 協議会は訓練中止に至った要因を分析する  

 

 
厚生労働省精神保健福祉課（2003）「精神障害者退院促進支援事業実施要綱」より転載 

  
 
 
 
 
 

⑤訓練終了 

①利用申し込み 

②対象者の選定 

③支援計画の策定 

④協力施設等における訓練 

1)退院の場合 

2）訓練中止の場合 
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厚生労働省の要綱では事業の主な流れが以上のように示されているが、実施

した都道府県等では、実際にどのように事業が展開されているのだろうか。仲

地が「国としては、都道府県の独自の事業として取り組みを促したいというの

が本音だろう」（厚生労働省精神保健福祉課、2003：40）と指摘しているように、

各都道府県等の報告書からは、大まかな事業の流れは要綱に沿った形で行われ

ているが、その実施状況には都道府県等によって独自の工夫があることがわか

る（茨城県保健福祉部障害福祉課、2003・2004・2005；大阪府健康福祉部障害

保健福祉室精神保健福祉課、2003；大阪府健康福祉部障害保健福祉室精神保健

福祉課、2004・2005・2006a・2006b；岡山県保健福祉部健康対策課、2005；
沖縄県福祉保健部障害保健福祉課精神保健福祉班、2006；川崎市、2006；高知

県自立促進支援協議会、2005；神戸市こころの健康センター、2005；三愛会地

域生活支援センターはなぞの、2004・2005；静岡県健康福祉部障害者支援総室

精神保健福祉室、2006；千葉県健康福祉部障害福祉課障害保健福祉推進室、20
05；辻井、2005；東京都福祉保健局障害施策推進部精神保健福祉課、2005・2
006；東京都多摩小平保健所 2005；栃木県保健福祉部健康増進課、2004・2005・
2006；長崎県福祉保健部障害福祉課精神保健福祉班、2004・2005・2006；長

野県伊那保健所、2005；長野県飯田保健所、2005；長野県佐久保健所、2005・
2006；広島県精神障害者退院促進支援事業自立促進支援協議会、2004・2005・
2006；北海道精神障害者退院促進支援事業運営委員会、2006；三重県健康福祉

部障害福祉室、2004・2005・2006；山口県自立促進支援協議会、2006；山田・

岡村・楜沢・ほか、2006；和歌山県福祉保健部福祉政策局障害福祉課こころの

健康推進班、2006・2006b）。 
また、各都道府県等の実施体制と独自の工夫や課題に関して、金子らは次の

ように報告している（金子、2005；金子・細羽・福田・ほか、2005）。まず実

施体制に関しては、予算額、対象地域、運営委員の構成、自立促進支援協議会

の構成、対象者の定義、利用者数、自立支援員の定義と人数と職種に関してア

ンケートを行い、それぞれの項目における都道府県等の実施体制を比較し、次

のことを明らかにしている。予算額においては、最も多額の予算を確保してい

た県と最も少額の予算確保だった県では、約 10 倍以上の差がある。対象地域に

おいては、都道府県全域を対象に実施している所、1～3 ヶ所の地域を対象にし

ている所、委託先の活動範囲を対象地域にしている所等があり、実施機関につ

いても、行政機関が実施している所、外部機関に委託している所、両方で実施

している所がある。運営委員会の構成については、厚生労働省が示した要綱に

規定されている機関等の他にも、「学識経験者、議員、社会福祉協議会、地域生

活支援センター、精神科看護技術協会、家庭裁判所、その他人権擁護委員等も
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委員として参加している」都道府県等がある（金子 2005：13）。自立促進支援

協議会の委員構成は、市町村、保健所、医師、精神保健福祉センター等は多く

の都道府県で参加しているが、その他にも家族会や、社会福祉協議会、公共職

業安定所、民生児童委員が参加しているところもある。対象者の定義では、要

綱の定義に加えて、継続在院期間、入院形態、退院を希望する地域等、一定の

基準を示した定義を採用している都道府県等が多い。利用対象者数に関しては、

多い県と少ない県があり、退院促進支援事業が国策となる 2003（平成 15）年度

以前から、独自の退院促進支援に取り組んできた都道府県等では、利用者数と

その目標者数が多い傾向にある。自立支援員の定義は、多くの都道府県等にお

いて厚生労働省が示した要綱に準拠しているが、独自の名称を採用している所

もある。自立支援員の人数は、2004（平成 16）年度では、最も多い県で 49 名、

最も少ない県で 1 人であり、都道府県等によって大きく異なっている。また職

種においては、当事者、家族、精神保健福祉士、保健師、看護師、ボランティ

ア、施設職員、ヘルパー等、多様な職種が自立支援員として活動している（金

子 2005：10-18）。次に、独自の工夫や課題に関しては、アンケート調査におけ

る自由記述欄から次のように報告されている。独自の工夫では、「パンフレット

やビデオの作成、研修会の開催、関係者の理解を深め連携を促進するための会

議等の開催、当事者が自立支援員として活動できるようにするための説明会の

開催」（金子 2005：18）というように、各都道府県等によって、多様な工夫が

なされている。課題においては、退院後の住居確保、社会資源の不足、家族と

の関係、退院後の生活継続問題、予算確保等が複数の都道府県等から挙げられ

ていた（金子 2005：18-21）。 
 このように金子らの報告を見ると、退院促進支援事業の実施においては、要

綱に準拠している部分もあるが、多くの都道府県等において地域の実情や予算

額に合わせた独自の体制整備や工夫をしていることがわかる。それは言い換え

れば、各都道府県等において退院促進支援事業が模索されている段階であるこ

とを示しており、今後も地域の実情に合わせながら、対象者にとってより良い

支援体制を整備していくことが求められる。そのためには、金子も指摘してい

るように、「退院した件数ではなく、退院後の生活がどのように継続されている

か等を含めた評価の枠組みを整備する必要がある」（金子 2005：23）といえる。 
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1-2-2 実施主体別の実践結果 
 

それでは、実施主体 1である都道府県および指定都市（以下、都道府県等）に

おいてはどのような実践結果が出されているのだろうか。本項ではまず、2003
（平成 15）年度、2004（平成 16）年度、2005（平成 17）年度の 3 年間におけ

る各都道府県等の実践結果をまとめ、次に、各都道府県等等の実施状況につい

て項目ごとにまとめていく。なお、これから述べる実践結果や実施状況は、各

実施主体が公表している報告書や冊子 2と、厚生労働省精神保健福祉課の資料

（厚生労働省 2006）、そして 2006 年度にまとめられた巣立ち会職員である西谷

の報告（西谷 2006）から作成している。 
まず、各都道府県等における実践結果である。退院促進支援事業が国策とな

った 2003（平成 15）年度から事業を実施した都道府県等は、岩手県、茨城県、

栃木県、埼玉県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、大阪府、兵庫県、奈良県、

岡山県、山口県、香川県、長崎県、大阪市の 16 都道府県等である（厚生労働省

2006）。各都道府県等の退院実績は次の表 1-1 のようになる。各都道府県等にお

ける人口や地域環境はもちろんのこと、精神障害者数や社会資源の違い等もあ

るため単純に比較することはできないが、退院率において、茨城県（50％）、岐

阜県（50％）、大阪府（45％）、岡山県（75％）等が高い退院率を出しているこ

とがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
1 精神障害者退院促進支援事業実施要綱では、「本事業の実施主体は、都道府県及び指定都市

（以下、「都道府県等」という）とする。」と実施主体について既定されている（厚生労働省

2003）。 
2 これらの参考資料は、2006 年 6 月～2006 年 12 月の間に巣立ち会職員が各都道府県等の退

院促進支援事業担当者に電話、また必要な場合は依頼文書を送付して、参考資料とさせて頂

く了解を得た上で提供して頂いたものである。 
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表 1-1 
2003（平成 15）年度の退院実績 

都道府県等名 対象者数（a） 退院者数（b） 退院率（b/a） 

岩手県 2 0 0% 
茨城県 10 5 50% 
栃木県 10 1 10% 
埼玉県 25 8 32% 
長野県 4 1 25% 
岐阜県 20 10 50% 
静岡県 20 1 5% 
三重県 11 4 36% 
大阪府 44 20 45% 
兵庫県 12 3 25% 
奈良県 4 0 0% 
岡山県 12 9 75% 
山口県 8 0 0% 
香川県 11 2 18% 
長崎県 5 1 20% 
大阪市 28 7 25% 

    
計 226 72 32％ 

厚生労働省（2006）『退院促進支援事業の実績（H15・H16）』より作成 
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 2004（平成 16）年度には、前年度からの 16 継続都道府県等と、新規に事業

を開始した北海道、秋田県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、和歌山県、

広島県、高知県、沖縄県、川崎市、神戸市の 12 都道府県等を合わせて、計 28
都道府県等で行われた（表 1-2）。2003（平成 15）年度から継続している都道府

県等の方が、2004（平成 16）年度新規実施都道府県等よりも、対象者数と退院

者数ともに多く、退院率も高い結果となっている。また、平均以上の高い退院

率を出しているのは、埼玉県（36％）、岐阜県（60％）、三重県（40％）、大阪府

（43％）、岡山県（71％）、山口県（43％）、秋田県（40％）、千葉県（33％）の

8 都道府県等であった。 
 

 



 - 11 -

 

表 1-2 
2004（平成 16）年度の退院実績 

都道府県等名 対象者数（a） 退院者数（b） 退院率（b/a） 
2003 年度からの継続  

岩手県 8 2 25％ 
茨城県 10 3 30％ 
栃木県 15 4 27％ 
埼玉県 58 21 36％ 
長野県 13 3 23％ 
岐阜県 10 6 60％ 
静岡県 20 5 25％ 
三重県 15 6 40％ 
大阪府 67 29 43％ 
兵庫県 8 1 13％ 
奈良県 12 3 25％ 
岡山県 14 10 71％ 
山口県 23 10 43％ 
香川県 16 4 25％ 
長崎県 12 3 25％ 
大阪市 40 12 30％ 

小計 341 122 36％ 
2004 年度新規    

北海道 11 2 18％ 
秋田県 5 2 40％ 
福島県 20 4 20％ 
千葉県 9 3 33％ 
東京都 5 0 0％ 

神奈川県 10 0 0％ 
和歌山県 10 2 20％ 
広島県 20 4 20％ 
高知県 10 2 20％ 
沖縄県 7 1 14％ 
川崎市 10 2 20％ 
神戸市 20 5 25％ 

小計 137 27 20％ 
合計 478 149 31％ 

厚生労働省（2006）『退院促進支援事業の実績（H15・H16）』より作成 
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2005（平成 17）年度は、兵庫県が事業を行なわなかったため 3、前年度から

の継続都道府県等が 27 ヶ所、そして新規に事業を開始した都道府県等が山梨県

と京都市の 2 ヶ所であり、合計 29 都道府県等で実施された（表 2-3）。なお、

山口県、大阪市、秋田県、京都市に関しては、現段階で結果の情報を入手する

ことができなかった。この年度では、2003（平成 15）年度と 2004（平成 16）
年度に比べて、対象者数、退院者数、退院率全てにおいて高い数値となってい

る。退院率で平均値よりも高い都道府県等は、29 都道府県等のうち 16 都道府

県等であり、特に、岩手県（85%）、茨城県（63%）、長野県（80%）、岡山県（62%）、

香川県（84%）、沖縄県（60%）、神戸市（63%）においては、60%以上の高い退

院率という結果が出ている 4。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
3 兵庫県健康生活部福祉局障害福祉課精神福祉係に直接問い合わせたところ、そのような回

答を得た。なお、2006（平成 18）年度には事業を再実施しているとのことである。 
4 2003（平成 15）年度と 2004（平成 16）年度において、60%以上の退院率を出しているの

は、岡山県と岐阜県のみである。  
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表 1-3 
2005（平成 17）年度の退院実績 

都道府県等名 対象者数（a） 退院者数（b） 退院率（b/a） 
岩手県 13 11 85％ 
茨城県 16 10 63％ 
栃木県 10 0 0％ 
埼玉県 81 29 36％ 
長野県 5 4 80％ 
岐阜県 10 5 50％ 
静岡県 18 1 6％ 
三重県 15 8 53％ 
大阪府 68 33 49％ 
奈良県 8 4 50％ 
岡山県 13 8 62％ 
山口県 － － － 
香川県 25 21 84％ 
長崎県 11 4 36％ 
大阪市 － － － 
北海道 12 7 58％ 
秋田県 － － － 
福島県 53 17 32％ 
千葉県 9 5 56％ 
東京都 56 23 41％ 

神奈川県 20 4 20％ 
和歌山県 15 4 27％ 
広島県 26 11 42％ 
高知県 10 3 30％ 
沖縄県 10 6 60％ 
川崎市 17 5 29％ 
神戸市 16 10 63％ 

小計 563 233 41％ 
山梨県 8 1 13％ 
京都市 － － － 

小計 8 1 13％ 
合計 571 234 41% 5 

      
注）山口県、大阪市、秋田県、京都市に関しては、本報告執筆過程に 

おいて結果を入手できなかったため、「－」で示してある。 
西谷（2006）より転載 

                                                  
5 表記の通り、実践結果の数値が明らかではない県が含まれているため、全実施都道府県等の

合計から算出された数値ではない。 
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1-2-3 実施主体別の実施状況 
  

前項では、各都道府県等における実践結果を見てきた。平成 15 年度からの 3
年間を通してみると、退院促進支援事業における退院率の平均は 30%から 40％
前後であり、半数以上の対象者が退院に至っていないことがわかる。また、各

都道府県等の対象者数や退院者数には差があり、退院率にもばらつきがある。

金子の報告からは、各都道府県等が地域それぞれの実情に合わせて独自の工夫

で事業を行っていることが明らかとなったが（金子 2005）、各都道府県等にお

ける実施状況にはどのような共通点、あるいは相違点があるのだろうか。 
本節では、前述した各都道府県等あるいは運営主体から公表されている資料

（以下、資料）を基に、各実施主体における実施状況の整理を試みることとす

る 6。なお、資料には多様な情報が掲載されているが、本報告では事業の基礎デ

ータに焦点をあて、それを「組織について」「支援者について」「対象者につい

て」の 3 つに分類して整理していく。 
 まず、各実施主体の年度別実施状況は次のようになる（表 1-4）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
6 収集した資料は文献リストの通りである。これらの資料は、実施主体あるいは運営主体が独

自に発行しているものであり、書式や記載内容が違うため、内容の詳細さに差があることを

断っておく。 
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表 1-4 
退院促進支援事業の都道府県等別実施状況 
都道府県等名 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 
岩手県 ○ ○ ○ 
茨城県 ○ ○ ○ 
栃木県 ○ ○ ○ 
埼玉県 ○ ○ ○ 
長野県 ○ ○ ○ 
岐阜県 ○ ○ ○ 
静岡県 ○ ○ ○ 
三重県 ○ ○ ○ 
大阪府 ○ ○ ○ 
兵庫県 ○ ○  ― 7 
奈良県 ○ ○ ○ 
岡山県 ○ ○ ○ 
山口県 ○ ○ ○ 
香川県 ○ ○ ○ 
長崎県 ○ ○ ○ 
大阪市 ○ ○ ○ 
北海道 ― ○ ○ 
秋田県 ― ○ ○ 
福島県 ― ○ ○ 
千葉県 ― ○ ○ 
東京都 ― ○ ○ 
神奈川県 ― ○ ○ 
和歌山県 ― ○ ○ 
広島県 ― ○ ○ 
高知県 ― ○ ○ 
沖縄県 ― ○ ○ 
川崎市 ― ○ ○ 
神戸市 ― ○ ○ 
山梨県 ― ― ○ 
京都市 ― ― ○ 

 
 
 
 

                                                  
7 兵庫県は、2005 年度の事業を行っていない。  
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（1） 組織に関して 
 組織に関しては、「実施主体」「運営主体」「予算」の項目を取り上げた。これ

らを年度別に整理した結果を表 1-5、表 1-6、表 1-7 に示す。 
 2003（平成 15）年度は、表 1-4 のとおり 16 の都道府県等が実施主体になり、

退院促進支援事業を取り組んだ。このうち、資料を収集できなかったのが岩手

県、兵庫県、岐阜県、奈良県であり、これら 4 都道府県等を除く 13 都道府県等

について表 1-5 のように整理した。この中で、地域生活支援センターに委託し

ているのが 10 ヶ所、病院が 1 ヶ所、行政機関に委託しているのが 2 ヶ所であっ

た（重複を含む）。また、予算額は 2 ヶ所だけ明らかにしており、他の都道府県

等の詳細は不明である。 
2004（平成 16）年度は 28 都道府県で事業が実施されているが（表 1-4）、前

述の 4 都道府県等を除いた 24 都道府県等について整理した（表 1-6）。地域生

活支援センターなどの外部機関に委託して実施しているのが 20 ヶ所、行政機関

が実施しているのが 4 ヶ所であった。また、予算額は明らかにしている所はほ

ぼ同額であり、大阪府は多額の予算で取り組んでいる状況がわかる。 
 2005（平成 17）年度は（表 1‐7）のように 2004 年度と同じく外部機関に委

託しているとともに委託実施先が増えていることがわかる。予算額はほぼ同額

であった。 
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表 1-5 

平成 15 年度 退院促進支援事業の実施主体、運営主体、予算について 

都道府県等 実施主体 運営主体 予算 

茨城県 県 地域生活支援センター △ 

栃木県 県 地域生活支援センター △ 

埼玉県 県 △（1 ヶ所に委託） △ 

長野県 県 病院 △ 

静岡県 県 地域生活支援センター △ 

三重県 県 地域生活支援センター △ 

大阪府 府 自立支援協議会 2,743（万）

奈良県 県 地域生活支援センター △ 

岡山県 県 地域生活支援センター △ 

山口県 県 地域生活支援センター △ 

香川県 県 地域生活支援センター △ 

長崎県 県 
社会福祉協議会 

地域生活支援センター 
313.3（万）

大阪市 市 
こころの健康センター 

地域生活支援センター 
△ 

△=事業は実施しているが詳細が不明なところ  
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表 1-6 

平成 16 年度 退院促進支援事業の実施主体、運営主体、予算について 
都道府県等 実施主体 運営主体 予算 

茨城県 県 地域生活支援センター △ 

栃木県 県 地域生活支援センター △ 

埼玉県 県 △（7 ヶ所委託） △ 

長野県 県 病院 532（万）

静岡県 県 地域生活支援センター △ 

三重県 県 地域生活支援センター △ 

大阪府 府 自立支援協議会 3,893（万）

奈良県 県 地域生活支援センター △ 

岡山県 県 地域生活支援センター △ 

山口県 県 地域生活支援センター △ 

香川県 県 地域生活支援センター △ 

長崎県 県 ・社会福祉協議会 545（万）  

大阪市 市 ・こころの健康センター 
・地域生活支援センター △ 

北海道 道 地域生活支援センター △ 

福島県 県 地域生活支援センター（2） 556（万）

千葉県 県 地域生活支援センター △ 

東京都 都 地域生活支援センター △ 

神奈川県 県 病院（4） △ 

和歌山県 県 地域生活支援センター 227（万）

広島県 県 地域生活支援センター △ 

高知県 県 地域生活支援センター △ 

沖縄県 県 地域生活支援センター △ 

川崎市 市 川崎市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療ｾﾝﾀｰ △ 

神戸市 市 地域生活支援センター △ 

△=事業は実施しているが詳細が不明なところ  

( )内の数字は、複数以上の施設で行われた場合の数である    
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表 1-7 
平成 17 年度 退院促進支援事業の実施主体、運営主体、予算について 

都道府県等 実施主体 運営主体 予算 

茨城県 県 地域生活支援センター △ 

栃木県 県 地域生活支援センター △ 

埼玉県 県 7 ヶ所委託 △ 

長野県 県 病院 △ 

静岡県 県 地域生活支援センター △ 

三重県 県 地域生活支援センター △ 

大阪府 府 自立支援協議会 △ 

奈良県 県 地域生活支援センター △ 

岡山県 県 地域生活支援センター △ 

山口県 県 地域生活支援センター △ 

香川県 県 地域生活支援センター △ 

長崎県 県 ・社会福祉協議会 
・地域生活支援センター 545（万）  

大阪市 市 ・こころの健康センター 
・地域生活支援センター △ 

北海道 道 地域生活支援センター △ 

福島県 県 地域生活支援センター（4） 556（万）

千葉県 県 地域生活支援センター △ 

東京都 都 ・地域生活支援センター 
・共同作業所 △ 

神奈川県 県 地域生活支援センター △ 

和歌山県 県 地域生活支援センター 227（万）

広島県 県 地域生活支援センター △ 

高知県 県 地域生活支援センター △ 

沖縄県 県 地域生活支援センター △ 

川崎市 市 川崎市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療ｾﾝﾀｰ △ 

神戸市 市 地域生活支援センター △ 

△=事業は実施しているが詳細が不明なところ  

( )内の数字は、複数以上の施設で行われた場合の数である   
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（2） 支援者に関して 
 支援者に関しては、「職種」「人数」の 2 項目を取り上げた。これらを年度別

に整理した結果を表 1-8、表 1-9、表 1-10 に示す。 
2003（平成 15）年度、2004（平成 16）年度、2005（平成 17）年度の各都道府

県等の退院促進支援事業における支援者の職種をみると、精神保健福祉士、看

護師、保健師、ボランティア、地域支援センター職員、家族会、医師、ケアマ

ネージャーなどが支援していることがわかる。支援者の人数は最も多い都道府

県等は 49 人で最も少ない都道府県等は 1 人で地域によって大きく異なっている。 
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表 1-8 

平成 15 年度 退院促進支援事業における支援者の職種と人数 

都道府県等 職種 人数 

茨城県 PSW 自立支援員 8 

栃木県 PSW、施設長 PSW    3 
施設長   1 

埼玉県 △ △ 

長野県 精神保健ボランティア、元精神科看護師   2 8 

静岡県 医師、PSW 5 

三重県 
地域生活支援センター指導員、ボランティア、

学生ボランティア、通所授産施設指導員、 
家族会、介護ヘルパー  

18 

大阪府 △ △ 

奈良県 △ △ 

岡山県 △ △ 

山口県 自立支援員  1 

香川県 PSW、社会福祉経験者、ボランティア 4 

長崎県 指導員、ケアワーカー、音楽療法士 5 

大阪市 △ △ 

△=事業は実施しているが詳細が不明なところ  

 
  
 
 

                                                  
8 人数の内訳を記していない場合は、支援者の合計数となっている。  
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表 1-9 

平成 16 年度 退院促進支援事業における支援者の職種と人数 

都道府県等 職種 人数 

茨城県 PSW ケアマネ  4 
自立支援員 9 

栃木県 PSW、准看護師     5  
埼玉県 △ △ 
長野県 精神保健ボランティア、元精神科看護師 2 
静岡県 医師、PSW 9 
三重県 ボランティア、ヘルパー、家族会  11 

大阪府 自立支援員、PSW、主治医、保健所職員、 
看護師、地域生活支援センター職員、その他

49 

奈良県 △ △ 
岡山県 △ △ 
山口県 自立支援員  1 
香川県 PSW、社会福祉経験者、ボランティア △ 

長崎県 指導員、ケアワーカー、音楽療法士、看護師、

ボランティア 13 

大阪市 △ △ 

北海道 
PSW、病院理事長、病院指導課長、病院医療

福祉課長、保健師、市健康増進課長補佐、 
指導員 

16 

福島県 PSW、ボランティア、医師、看護師、 
病院 PSW、保健師 12 

千葉県 PSW 4 
東京都 PSW 7 

神奈川県 △ △ 

和歌山県 △ 対象者 2 人に 
対して 1 人  

広島県 PSW 2 
高知県 PSW、看護師、保健師  4 
沖縄県 PSW 2 
川崎市 △ △ 
神戸市 △ △ 
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表 1-10 

平成 17 年度 退院促進支援事業における支援者の職種と人数 

都道府県等 職種 人数 

茨城県 PSW、保健師、看護師  ケアマネ     6 
自立支援員 10 

栃木県 PSW 4 
埼玉県 △ △ 

長野県 PSW、保健師、看護師  集団支援 
1 回に付き 3 人 

静岡県 医師、PSW 11 
三重県 PSW、ボランティア、ヘルパー、世話人 16 
大阪府 △ △ 
奈良県 △ △ 
岡山県 PSW、社会福祉主事 2 
山口県 自立支援員  1 
香川県 △ △ 

長崎県 指導員、ケアワーカー、音楽療法士、看護師、

ボランティア 13 

大阪市 △ △ 

北海道 PSW、保健師、当事者、ホームヘルパー、 
社会福祉主事 16 

福島県 PSW、ボランティア、医師、看護師、 
病院 PSW、保健師 12 

千葉県 △ △ 

東京都 PSW きぬた  7 
巣立ち会 16 

神奈川県 △ △ 
和歌山県 △ △ 
広島県 PSW、保健師、看護師  4 
高知県 △ △ 
沖縄県 自立支援員  2 
川崎市 △ △ 
神戸市 △ △ 
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（3） 対象者に関して 
 次に、対象者についてである。「対象者数」「退院者数」「退院率」については、

表 1-1、表 1-2、表 1-3 に記載したため、本節では「平均年齢」「男女比」「診断

名」「平均入院期間」「転帰」の 5 項目を取り上げた。これらを年度別に整理し

た結果を表 1-11、表 1-12、表 1-13 に示す。 
2003（平成 15）年度の対象者の概要をみると、平均年齢が 50 歳前半、男女

比は男性の割合が高いことがわかる。また診断名は統合失調症が一番多く、平

均入院期間については栃木県が一番長い 16 年 3 ヶ月で、他都道府県等もほぼ

10 年近い平均入院期間であることがわかる。 
2004（平成 16）年度の対象者の概要をみると、2003 年度と同じく平均年齢

が 50 歳前半、男女比は男性の方が割合高いことがわかる。また診断名は統合失

調症が一番多く、うつ、アルコール依存なども対象者になっていることがわか

る。平均入院期間については三重県が一番長い 13 年 9 ヶ月であった。 
2005（平成 17）年度の対象者の概要をみると、平均年齢が 50 歳前半、男女

比は男性の方が高い割合であることがわかる。また診断名は統合失調症が一番

多く、うつ、アルコール依存なども対象者になっていることがわかる。平均入

院期間については川崎市が一番長い 18 年 1 ヶ月であった。 
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表 1-11 

平成 15 年度 退院促進支援事業における対象者の概要  

都道府県等 平均年齢 男女比 診断名（人数） 平均入院期間 

茨城県 51 8：2 統合失調症（10） 通算 12 年 0 ヶ月 

栃木県 48.5 6：4 統合失調症（10） 通算 16 年 3 ヶ月 

埼玉県 △ △ △ △ 

長野県 △ △ △ △ 

静岡県 49 12:2 統合失調症（12）
躁うつ  （2） 7 年 0 ヶ月  

三重県 48.6 7:4 統合失調症（8） 
その他  （3） 12 年 3 ヶ月 

大阪府 △ △ △ △ 

奈良県 △ △ △ △ 

岡山県 △ △ △ △ 

山口県     

香川県 54.1 10：1 統合失調症（11） 10 年 5 ヶ月 

長崎県 51.6 3：2 統合失調症（5） 12 年 7 ヶ月 

大阪市 △ △ △ △ 

   静岡県は対象者 20 人のうち 14 人についてのデータである  
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表 1-12 
平成 16 年度 退院促進支援事業における対象者の概要  
都道府県等 平均年齢 男女比 診断名（人数） 平均入院期間 
茨城県 44.1 7：3 統合失調症（10） 通算 7 年 2 ヶ月 

栃木県 48.2 12：3 
統合失調症（13） 
躁うつ  （1） 
アルコール（1） 

通算 13 年 2 ヶ月 

埼玉県 △ △ △ △ 
長野県 51.8 3：1 統合失調症（4） 8 年 5 ヶ月  
静岡県 47.9 16：4 △ 6 年 7 ヶ月  

三重県 48.5 9：6 
統合失調症（13） 
アルコール（1） 
その他  （1） 

13 年 9 ヶ月  

大阪府 49.4 42：25 統合失調症（57） 
その他  （10） 

2 年未満 23 
2 年以上 24 
5 年以上 7 

10 年以上 13 
奈良県 △ △ △ △ 
岡山県 △ △ △ △ 
山口県 △ △ △ △ 

香川県 52 10：6 統合失調症（15） 
てんかん （1） 9 年 8 ヶ月  

長崎県 47 8：3 
統合失調症（11 人

のうち 2 人重複障

害持ち） 
8 年 8 ヶ月  

大阪市 △ 10：2 
統合失調症（7） 
うつ   （2） 
その他  （3） 

2 年未満 1 
2 年以上 5 
5 年以上 2 

10 年以上 2 
不明 2 

北海道 40 代 8：4 統合失調症（8） 
その他  （4） 13 年 

福島県 54.7 △ 統合失調症（18） 
その他  （2） 10 年 7 ヶ月  

千葉県  5：4 統合失調症（12） 1 年 1 ヶ月～ 
12 年 9 ヶ月  

東京都 △ △ △ △ 

神奈川県 △ 5：5 統合失調症  
その他 △ 

和歌山県 △ △ △ △ 

広島県 52.7 15：5 統合失調症（13） 
その他  （7） 7 年 7 ヶ月  

高知県 63.8 5：3 △ 9 年 7 ヶ月  
沖縄県 △ △ △ △ 
川崎市 △ △ △ △ 

神戸市  17：3 △ 

2 年未満 6 
2 年以上 3 
5 年以上 6 

10 年以上 5 
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表 1-13 
平成 17 年度 退院促進支援事業における対象者の概要  

都道府県等 平均年齢 男女比 診断名（人数） 平均入院期間 

茨城県 新規 52.8 
継続 38.9 

新規 6：3 
継続 5：2 

統合失調症（7）  
うつ   （1）  
非定型  （1）  

通算 9 年 1 ヶ月  
現在 3 年 6 ヶ月  
通算 7 年 1 ヶ月  
現在 4 年 3 ヶ月  

栃木県 47.2 9：1 統合失調症（10） 通算 12 年 1 ヶ月 

埼玉県 △ △ 
統合失調症（62）
躁うつ  （6）  
その他  （13）

5 年未満 44 
5 年以上 36 
その他 1 

長野県 52 △ △ 7 年 3 ヶ月  
静岡県 △ △ △ △ 

三重県 51.8 11：4 
統合失調症（8）  
うつ   （2）  
その他  （5）  

14 年 2 ヶ月  

大阪府 49.7 43：25 統合失調症（57）
その他  （11）

2 年未満 11 
2 年以上 20 
5 年以上 9 
10 年以上 28 

奈良県 △ △ △ △ 
岡山県 △ △ △ △ 

山口県 55 19：11 統合失調症（26）
その他  （4） 9 年 7 ヶ月  

香川県 △ △ △ △ 
長崎県 47.4 7：3 △ 約 4 年 

大阪市 △ 19：7 統合失調症（25）
躁うつ  （1）

2 年未満 2 
2 年以上 7 
5 年以上 4 
10 年以上 12 
不明 1 

北海道 40 代 4：8 
統合失調症（8）
感情障害 （1）
てんかん （1）

15 年 

福島県 51.7 △ 
統合失調症（41）
躁うつ  （5）
その他  （7）

9 年 1 ヶ月  

千葉県 △ △ △ △ 

東京都 （きぬた）50.3 
（すだち）48.8 

（きぬた）

4：2 
（すだち）

13：4 

（きぬた）  
統合失調症（4）  
うつ   （2）  
（すだち）  
統合失調症（16）
うつ   （1）  

（きぬた）  
3 年 3 ヶ月  
（すだち）  
10 年 9 ヶ月  

 

神奈川県 △ 5：5 統合失調症  
その他 △ 

和歌山県 △ △ △ △ 

広島県 52 11：0 統合失調症（11）
その他  （7） 約 6 年 

高知県 △ △ △ △ 
沖縄県 49 11：1 統合失調症（12） 11 年 5 ヶ月  
川崎市 52.4 13：4 △ 18 年 1 ヶ月  
神戸市 △ △ △ △ 
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1-3. 研究の目的 
 

平成 15 年度から全国で退院促進支援事業が進められてきているが、社会福祉

法人巣立ち会では、平成 17 年度には東京都より平成 17 年度精神障害者退院促

進支援モデル事業と、三鷹市より精神障がい者地域自立支援事業を受託し、平

成 18 年度には東京都より退院促進コーディネート事業を受託している。また、

これまでも 1992 年から 15 年間にわたり精神科長期入院者を主な対象として退

院支援を行なってきた。その中心は居住支援であり、退院後も支援を継続する

ことで安定した地域生活の支援を行ない、多くの実績を挙げてきている。 
平成 18 年 4 月から自立支援法の施行により、3 障害（身体、知的、精神）が

一元化され、精神障害者が身体障害者、知的障害者と同様の障害として福祉サ

ービスの対象とされた。長年にわたって社会的入院を余儀なくされてきた精神

障害者の地域生活支援を可能とする動きは着実に具体化してきている。しかし、

精神障害に対する誤解、偏見や差別により地域生活に困難が生じていることも

事実である。金子（2005）は、退院促進支援事業は「退院した件数ではなく、

退院後の生活がどのように継続されているのか等を含めた評価の枠組みを整備

する必要がある」と指摘している。退院促進支援事業においては、退院率の向

上を唯一の目標とするのではなく、地域での安定した生活を支援し、地域定着

率の向上を目標として掲げる必要があると考える。このような観点からも、退

院促進において当会で実践している居住支援を中心とした支援体制の有効性は

非常に高いと思われる。 
退院促進支援事業の現状は、各都道府県が地域の実情や予算に合わせ体制整備

や独自の工夫を行うなど、試行錯誤の中で有用な支援のあり方を模索している

状態である。そこで、これまでの 15 年間の実践の中で構築してきた当会におけ

る支援のあり方を理想的な支援プログラムとして提案したい。当会の支援プロ

グラムをプログラムモデルとして、退院促進支援実施主体のプログラム評価を

行うことを本研究の目的とする。さらには、退院支援を効果的に行うためのシ

ステム構築を目指す。まず、全国の実績と支援内容の実態調査を行ない、退院

率および地域定着率を把握する。次に、当会の支援プログラムをプログラムモ

デルとして、モデル適合度を測定するフィデリティ尺度を作成する。最後に、

そのフィデリティ尺度を用いた全国の各退院促進支援実施主体のプログラム評

価を行なうとともに、当会の支援プログラムの構成要素のうち、どの支援要素

が精神障害者の退院促進ならびに地域定着に効果的であるのかを検証する。 
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第２章 退院促進支援事業実施主体の実態調査 
 

2-1. 調査目的 
 
全国の精神障害者退院促進支援事業実施主体の、実績と支援内容の実態調査を

行なう。退院率および地域定着率などの実績と、支援体制、支援内容について

把握することを目的とする。 
 

2-2. 方法 
 
2-2-1. 調査票の作成 
 
退院促進支援事業の実施主体の実績および支援プログラムを把握するために、

「退院促進支援事業に関する調査票」を作成した。調査項目の設定は、巣立ち

会において退院促進支援事業に従事する臨床心理学領域専攻の大学院生および、

社会福祉領域専攻の大学院生によって行なわれた。「退院促進支援事業に関する

調査票」は資料として添付した。 
 
 
2-2-2. 調査協力先 
 
平成 18 年度までに退院促進支援事業を実施している全 30 都道府県および指

定都市に、委託実施先についての調査票を郵送し回答を求めた。調査期間は平

成 19 年 2 月 7 日～平成 19 年 3 月 7 日で、回答率は 100%であった。 
回答として得られた退院促進支援事業実施主体 104 ヶ所を調査対象とした。 
 
 

2-2-3. 調査の実施 
 
全国の退院促進支援事業実施主体 104 ヶ所に、「退院促進支援事業に関する調

査票」を郵送した。調査時期は 2007 年 4 月 17 日～5 月 18 日で、59 ヶ所の調

査協力が得られた（回収率 56.7%）。 
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2-3. 結果 
 
2-3-1. 実施主体の分類 
 
 調査協力の得られた退院促進支援事業実施主体 59 ヶ所を、行政、保健所、地

域活動（生活・包括）支援センター、病院、通所施設の 5 つに分類した。その

結果、地域活動（生活・包括）支援センターが 28 ヶ所と一番多く、通所施設は

社会福祉法人巣立ち会の１ヶ所のみであった。 
 

表 2-1 実施主体の分類 

＊（ ）は自立支援協議会を組織しているとの回答が得られたヶ所  

 

行政 保健所 

地域活動 

(生活・包括)

支援ｾﾝﾀｰ 

病院 通所施設 合計 

11 

(9) 

15 

(10) 

28 

(23) 

4 

(2) 

1 

(0) 

59 

(44) 
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2-3-2. 対象者数 
 
退院促進支援事業実施主体 59 ヶ所の新規対象者数は、平成 15 年度からの合

計で 592 名であった。 
実施主体分類ごとにみると、行政における新規対象者数合計は 64 名、実施主

体１ヶ所の平均人数は 2.6 名／年であり、保健所の合計は 59 名、実施主体１ヶ

所の平均人数は 2.2 名／年、地域活動支援センターの合計は 354 名、実施主体

１ヶ所の平均人数は 5.6 名／年、病院の合計は 48 名、実施主体１ヶ所の平均人

数は 8.5 名／年、通所施設の合計は 67 名、平均人数は 39.5 名／年であった。 
地域活動（生活・包括）支援センターが 28 ヶ所 4 ヵ年の合計で 354 名と多い

が、実施主体１ヶ所の合計では通所施設（社会福祉法人巣立ち会）の 67 名が最

も多かった。また、実施主体ごとの平均でも巣立ち会が 39.5 名／年と最も多く、

次いで病院や地域活動支援センターの実施主体が続き、それぞれ 17.3 名／年、

17.0 名／年、12.0 名／年、11.0 名／年であった。行政では、退院促進事業を受

託していても、対象者のない実施主体が 6 割以上を占めていた。 
実施主体分類ごとの新規対象者数を以下に示す。なお、No.は今回の調査にお

ける通し番号である。 
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表 2-2 行政における新規対象者数 

 

No. H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 合計 
平均人数 

／年度 

34 - 6 18 5 29 9.7 

66 - 12 5 7 24 8.0 

30 - - - 10 10 10.0 

78 - - - 1 1 1.0 

77 - - - - 0 0.0 

79 - - - - 0 0.0 

80 - - - - 0 0.0 

81 - - - - 0 0.0 

82 - - - - 0 0.0 

83 - - - - 0 0.0 

84 - - - - 0 0.0 

合計  18 23 23 64  

平均  9.0 11.5 5.8 5.8 2.6 
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表 2-3 保健所における新規対象者数 

 

No. H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 合計 
平均人数 

／年度 

17 - 4 10 1 15 5.0 

20 4 5 4 2 15 3.8 

15 - - 5 0 5 2.5 

94 - - - 5 5 5.0 

13 - - 3 0 3 1.5 

97 - - - 3 3 3.0 

100 - - - 3 3 3.0 

96 - - - 2 2 2.0 

98 - - - 2 2 2.0 

99 - - - 2 2 2.0 

14 - - 1 0 1 0.5 

19 - - - 1 1 1.0 

21 - - - 1 1 1.0 

95 - - - 1 1 1.0 

85 - - - 0 0 0.0 

合計 4 9 23 23 59  
平均 4.0 4.5 4.6 1.5 3.9 2.2 
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表 2-4 地域活動支援センターにおける新規対象者数 

 

No. H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 合計 
平均人数 

／年度 

93 5 8 4 19 36 9.0 

55 11 12 10 - 33 11.0 

29 - 10 10 11 31 10.3 

25 - 3 15 10 28 9.3 

8 - 9 12 5 26 8.7 

70 4 3 10 2 19 4.8 

33 - - - 17 17 17.0 

52 - - 8 8 16 8.0 

62 2 3 6 3 14 3.5 

2 - 6 2 5 13 4.3 

69 - 5 2 5 12 4.0 

76 12 - - - 12 12.0 

60 2 3 3 3 11 2.8 

103 - 8 1 2 11 3.7 

3 - 5 3 - 8 4.0 

9 - - - 8 8 8.0 

61 - - 4 4 8 4.0 

71 - - 1 7 8 4.0 

6 - - 2 5 7 3.5 

63 - - 4 3 7 3.5 

102 - - 4 3 7 3.5 

26 - - - 5 5 5.0 

27 - - - 5 5 5.0 

57 - - 0 5 5 2.5 

101 - - - 3 3 3.0 

67 - - - 2 2 2.0 

56 - - 1 0 1 0.5 

68 - - 1 - 1 1.0 

合計 36 75 103 140 354  
平均 6.0 6.3 4.9 5.8 12.6 5.6 
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表 2-5 病院における新規対象者数 

 

No. H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 合計 
平均人数 

／年度 

49 20 6 - - 26 17.3 

18 - - 7 2 9 6.0 

53 4 3 - - 7 4.7 

54 - - 6 - 6 6.0 

合計 24 9 13 2 48  
平均 12.0 4.5 6.5 2.0 12.0 8.5 
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表 2-6 通所施設における新規対象者数 

 

No. H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 合計 
平均人数 

／年度 

104 - - 41 26 67 39.5 
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2-3-3. 退院率 
 
対象者が１名以上であった実施主体について、各実施先の退院率を以下の式で

算出した。 
 

退院者数 
 退院率 ＝        × 100 

対象者総数 
 
なお、退院者数は支援開始後平成 19 年 3 月 31 日までに退院した事例数とし、

対象者総数は新規対象者の総数を用いた。したがって、次年度に継続して支援

を行い、退院に至った事例に関しても、退院者に含まれる。 
退院率を算出した実施主体の新規対象者数総数平均は 11.5 名で、退院率の平

均は 38.7%であった。実施主体分類ごとにみると、保健所の平均退院率は 25.5%、

地域活動支援センターの平均退院率は 43.3%、病院の平均退院率は 51.4%、通

所施設の退院率は 61.2%であり、通所施設（社会福祉法人巣立ち会）が最も高

かった。また、新規対象者数総数が平均以上（11 名以上）であった実施主体で、

退院率が最も高かったのは地域活動支援センターであった。 
以下に、回答の得られた実施主体の退院率を示す。なお、行政は回答が得られ

なかった。 
 



 - 38 -

表 2-7 保健所における退院率 

＊（ ）は対象者数が平均（11 名）以上の実施主体の平均退院率を示す。 

 

No. 
対象者数総数 

（人） 

退院者数 

（人） 

退院率 

（%） 

17 15 6 40.0 

20 15 9 60.0 

15 5 1 20.0 

94 5 1 20.0 

13 3 2 66.7 

97 3 0 0.0 

100 3 0 0.0 

96 2 0 0.0 

98 2 1 50.0 

99 2 0 0.0 

14 1 0 0.0 

19 1 1 100.0 

21 1 0 0.0 

95 1 0 0.0 

平均   
25.5 

(50.0)* 
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表 2-8 地域活動支援センターにおける退院率 

＊ ：（ ）は対象者数が平均（11 名）以上の実施主体の平均退院率を示す。 

＊＊：H18 年度の新規対象者のみについて算出した。 

 

No. 
対象者数総数 

（人） 

退院者数 

（人） 

退院率 

（%） 

93 36 11 30.6 

55 33 20 60.6 

29 31 11 35.5 

25 28 12 42.9 

8 26 14 53.8 

70 19 4 21.1 

33 17 7 41.2 

52 16 6 37.5 

62 14 9 64.3 

2 13 10 76.9 

69 5** 5 100.0 

76 12 4 33.3 

103 11 7 63.6 

3 8 2 25.0 

9 8 2 25.0 

61 8 3 37.5 

6 7 4 57.1 

63 7 5 71.4 

102 7 3 42.9 

27 5 0 0.0 

57 5 1 20.0 

67 2 0 0.0 

56 1 0 0.0 

68 1 1 100.0 

平均   
43.3 

(46.8)* 
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表 2-9 病院における退院率 

＊ ：（ ）は対象者数が平均（11 名）以上の実施主体の平均退院率を示す。 

＊＊：H16 年度末までの退院状況。 

 

No. 
対象者数総数 

（人） 

退院者数 

（人） 

退院率 

（%） 

49 26 7** 26.9 

18 9 6 66.7 

53 7 2 28.6 

54 6 5 83.3 

平均   
51.4 

(26.9)* 

 
 

表 2-10 通所施設における退院率 

 

No. 
対象者数総数 

（人） 

退院者数 

（人） 

退院率 

（%） 

104 67 41 61.2 
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2-3-4. 退院率と訓練期間 
 
各対象者について、対象者となった日、訓練開始日、退院日の回答が得られた

実施主体について、訓練期間を以下の式で算出した。なお、年月のみの記載だ

ったものについては、その月の 15 日とし計算式に投入した。また、訓練開始日

の記載がなかったものについては、対象者となった日を訓練開始日とした。 
        

訓練期間 ＝ 訓練開始日 ― 退院日 
 
実施主体分類ごとの平均訓練期間は、保健所が 7.9 ヶ月、地域活動支援センタ

ーが 7.0 ヶ月、病院が 8.5 ヶ月、通所施設が 7.0 ヶ月であり、病院が最も長く、

地域活動支援センターと通所施設（社会福祉法人巣立ち会）が短かった。 
退院率と訓練期間の Spearman の順序相関係数を算出した結果、有意な相関

は認められなかった（r = .22 n.s.）。 
以下に、実施主体分類ごとの退院率と訓練期間を示す。 

 
 
 

表 2-11 保健所における平均訓練期間 

 

No. 
対象者数総数 

（人） 

退院率 

（%） 

訓練期間 

（日／人） 

17 15 40.0 274 

20 15 60.0 209 

15 5 20.0 395 

94 5 20.0 379 

13 3 66.7 290 

98 2 50.0 163 

19 1 100.0 64 

平均   
238 日 

（7.9 ヶ月） 
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表 2-12 地域活動支援センターにおける平均訓練期間 

 

No. 
対象者数総数 

（人） 

退院率 

（%） 

訓練期間 

（日／人） 

93 36 30.6 273 

55 33 60.6 173 

70 19 21.1 212 

25 28 42.9 68 

8 26 53.8 243 

52 16 37.5 185 

62 14 64.3 175 

2 13 76.9 238 

69 5 100.0 117 

103 11 63.6 293 

3 8 25.0 136 

9 8 25.0 45 

61 8 37.5 545 

6 7 57.1 130 

63 7 71.4 255 

102 7 42.9 155 

57 5 20.0 139 

68 1 100.0 212 

平均   
209 日 

（7.0 ヶ月） 
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表 2-13 病院における平均訓練期間 

 

No. 
対象者数総数 

（人） 

退院率 

（%） 

訓練期間 

（日／人） 

49 26 26.9 169 

18 9 66.7 412 

53 7 28.6 240 

54 6 66.7 201 

平均   
254 日 

(8.5 ヶ月) 

 
 
 

表 2-14 通所施設における平均訓練期間 

 

No. 
対象者数総数 

（人） 

退院率 

（%） 

訓練期間 

（日／人） 

104 67 61.2 
209 日 

（7.0 ヶ月） 
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2-3-5. 退院後の支援と再入院率 
 
実施主体ごとに退院後 6 ヶ月以内の再入院率を算出した。なお、退院後 6 ヶ

月が経過していない者については、平成 19 年 3 月 31 日までの再入院の有無か

ら算出した。 
再入院率を算出した実施主体 29 ヶ所の退院者数合計は 200 名、平均で 6.9 名、

再入院率の平均は 10.5%であった。退院者数が平均（7 名）以上の実施主体 10
ヶ所の再入院率平均は 14.1%で、そのうち最も高かったのは地域活動支援セン

ターの 28.6%、最も低かったのは通所施設（社会福祉法人巣立ち会）の 9.8%で

あった。 
以下に、実施主体分類ごとの退院後の支援と再入院率、再入院日数を示す。入

院日数は、退院後 2 ヶ月間の間に入院していた日数と、退院後 2 ヶ月から 6 ヶ

月の間に入院していた日数を記載した。 
 
 

表 2-15 保健所における退院後の支援と再入院率 

＊ 入院日数は、退院後 2 ヶ月の間に入院していた日数と、 

退院後 2 ヶ月から 6 ヶ月の間に入院していた日数を記載した。 

 

退院後の支援（人） 
入院日数（日/人）* 

No. 

退院 

者数 

（人） 無 
退院後 

1 ヶ月 

退院後

2 ヶ月 

以上 

現在も

継続 

再入 

院率 

（%） 退院後 

2 ヶ月 

退院後 

2 ヶ月～ 

6 ヶ月 

17 6 4 - - 2 0 - - 

20 9 2 3 4 - 11.1 - 70 

15 1 - 1 - - 0 - - 

94 1 - 1 - - 0 - - 

13 2 - - - 2 0 - - 

19 1 1 - - - 0 - - 
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表 2-16 地域活動支援センターにおける退院後の支援と再入院率 

＊入院日数は、退院後 2 ヶ月の間に入院していた日数と、 

退院後 2 ヶ月～6 ヶ月の間に入院していた日数を記載した。 

 

退院後の支援（人） 
入院日数（日/人）* 

No. 

退院 

者数 

（人） 無 
退院後 

1 ヶ月 

退院後

2 ヶ月 

以上 

現在も

継続 

再入 

院率 

（%） 退院後 

2 ヶ月 

退院後 

2 ヶ月～ 

6 ヶ月 

93 11 5 - - 6 18.2 - 30 

55 20 3 2 15 - 15.0 30 65 

70 4 1 - 2 1 0 - - 

25 12 1 - - 5 0 - - 

8 14 - 3 2 9 14.3 - 90 

52 6 0 4 1 1 0 - - 

62 9 - 3 4 2 0 - - 

2 10 1 - 1 8 30.0 14 - 

69 5 - 1 2 2 0 - - 

103 7 - 4 - 3 28.6 - 144 

3 2 - 2 - - 0 - - 

9 2 - 2 - - 0 - - 

61 3 - - - 3 33.3 不明 - 

6 4 1 3 - - 0 - - 

63 5 - 1 1 3 60.0 43.3 150 

102 3 1 1 1 - 33.3 30 - 

57 1 - - - 1 0 - - 

68 1 - - - 1 0 - - 
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表 2-17 病院における退院後の支援と再入院率 

＊入院日数は、退院後 2 ヶ月の間に入院していた日数と、 

退院後 2 ヶ月～6 ヶ月の間に入院していた日数を記載した。 

 

退院後の支援（人） 
入院日数（日/人）* 

No. 

退院 

者数 

（人） 無 
退院後 

1 ヶ月 

退院後

2 ヶ月 

以上 

現在も

継続 

再入 

院率 

（%）
退院後 

2 ヶ月 

退院後 

2 ヶ月～ 

6 ヶ月 

49 7 - - 7 - 14.3 7 - 

18 6 2 - - 4 16.7 - 20 

53 2 1 - - 1 0 - - 

54 5 2 - - 3 20.0 不明 - 

 

 

 

表 2-18 通所施設における退院後の支援と再入院率 

＊入院日数は、退院後 2 ヶ月の間に入院していた日数と、 

退院後 2 ヶ月から 6 ヶ月の間に入院していた日数を記載した。 

 

退院後の支援（人） 
入院日数（日/人）* 

No. 

退院 

者数 

（人） 無 
退院後 

1 ヶ月 

退院後

2 ヶ月 

以上 

現在も

継続 

再入 

院率 

（%）
退院後 

2 ヶ月 

退院後 

2 ヶ月～ 

6 ヶ月 

104 41 - - - 41 9.8 - 38.3 
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2-4. 考察 
 
2-4-1. 対象者数と退院率 

 
今回の調査で協力の得られた退院促進支援事業実施主体 59 ヶ所の新規対象者

数は、平成 15 年度から平成 18 年度までの合計で 592 名、平成 15 年度から平

成 17 年度までの合計で 378 名であった。厚生労働省の「退院促進支援事業の実

績」（2006）によれば事業対象者数は平成 15 年度の対象者数が 226 名、平成 16
年度が 478 名、入手可能であった各都道府県の報告書によれば平成 17 年度が

571 名で、報告されている 3 ヵ年度の合計は 1,275 名である。平成 17 年度まで

については、今回の調査で全国の約 3 割の対象者に関し調査協力を得ることが

出来たといえる。 
また、退院者数について回答の得られた実施主体の平均退院率は 38.7%であっ

た。「退院促進支援事業の実績」（厚生労働省精神保健福祉課、2006）では退院

率 30～40％と報告されており、一致した結果が得られた。 
本調査での平成 15 年度から平成 18 年度までの新規対象者 592 名と、全国の

平成 15 年度から 3 ヵ年度の合計対象者 1,275 名は、それぞれ社会的入院者 7 万

2,000 人の 0.8%、および 1.8％である。平成 15 年度からの 10 年間で社会的入

院者 7 万 2 千人の退院を目標とするのであれば、どちらも非常に少ない数値で

ある。現状の 104 ヶ所の実施主体において、社会的入院者 7 万 2,000 人を 10
年間で解消するのであれば、1 年間に 70 名近くの退院者を各実施主体が出さな

ければならない。退院率を 40%と高く見積もっても、１年間に 180 名近くの対

象者を各実施主体が受入れなければならないことになる。実施主体は今後増え

ることが予想されるが、少なくとも数十名の受け入れが必要であろう。しかし、

現状では、１年間に受入れる新規対象者数の本調査での平均は行政が 2.6 名／

年、保健所が 2.2 名／年、地域活動支援センターが 5.6 名／年、病院が 8.5 名／

年、通所施設（社会福祉法人巣立ち会）が 39.5 名／年であった。巣立ち会では

平成 17 年度に 41 名の対象者を受け入れているが、出張講演などのアウトリー

チ活動により、近隣病院との連携を強めていることから可能となった実績であ

る。各実施主体が積極的に対象者を開拓し、さらには受け入れ態勢を整えてい

く必要があると思われる。 
また、退院率についても全国平均では 30～40％であるが、効率的な支援体制

を構築し実績を上げていくことは重要な課題である。退院率において平成 15 年

度から 17 年度までで高い結果を出しているのは岡山県と岐阜県であるが、それ
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ぞれ毎年 60％以上、50％以上であった。平成 17 年度だけでみれば、岩手県（85%）、

茨城県（63%）、長野県（80%）、岡山県（62%）、香川県（84%）、沖縄県（60%）、

神戸市（63%）が、60%以上の高い退院率という結果を出している。今回の調

査においても、実施主体ごとにみれば 60%以上のところが少なくなく、100%も

3 ヶ所でみられた。実施主体によりばらつきはあるものの、退院率 50％以上を

目標とするのは不可能ではないものと考える。 
しかし、今回の調査で退院率 100%のところは、いずれも対象者数が 5 名以下

と非常に少なかった。本調査の平均である 11.5 名以上を対象とし 60%以上の退

院率という結果を出しているところは、保健所 1 ヶ所、地域活動支援センター3
ヶ所と通所施設 1 ヶ所（社会福祉法人巣立ち会）のみであった。また、1 年度

あたりの対象者数が 20 名以上であるところは社会福祉法人巣立ち会のみであ

り、平均新規対象者 39.5 名／年で退院率 61.2%は非常に高い値であるといえる。 
退院率を高めていくと同時に、対象者の受入数を増やしていくことが、退院促

進支援の今後の課題であろう。 
 
 

2-4-2. 訓練期間 
 
実施主体分類ごとの平均訓練期間は、保健所が 7.9 ヶ月、地域活動支援センタ

ーが 7.0 ヶ月、病院が 8.5 ヶ月、通所施設が 7.0 ヶ月であった。厚生労働省の退

院促進支援事業実施要綱には「訓練期間は原則として 6 ヶ月以内とし、必要に

応じて更新する」（厚生労働省、2003）と定められているが、実際に退院に至っ

た事例の平均訓練期間は 7 ヶ月以上であった。平成 17 年度までの各都道府県等

の報告書においても、大阪府が平均 9.7 ヶ月（大阪府、2006）、川崎市が平均

8.4 ヶ月（川崎市、2006）、東京が平均 8.7 ヶ月（東京都、2006）と報告されて

おり、平均で 8 ヶ月以上を要している。 
今回の調査結果では、平成 17 年度までの報告より若干短くなっているが、精

神障害者退院促進支援事業が開始され 4 ヵ年度が経過して、支援員が支援の流

れを把握し効果的に進められるようになってきたものと考えられる。あるいは、

当初は過度に慎重になっていたものが、順当な時期に退院に至るようになった

のではないかと思われる。今後も退院促進支援が進められていけば、必要とさ

れる訓練期間はさらに短くなる可能性もある。しかし、「退院に至るためには 173
日（約 6 ヶ月）の訓練期間が必要条件である」（西谷、2006）との報告もあり、

現状では最低でも 6 ヶ月以上の訓練期間が必要であると考える。実施要綱にと

らわれず、個々の対象者に応じた訓練を行っていく必要があるだろう。
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第３章 退院促進支援事業のプログラム評価 

 

3-1. 目的 
 
当会の支援プログラムをプログラムモデルとして、退院促進支援実施主体のプ

ログラム評価を行うことを目的とする。 
まず、全国の実績と支援内容の実態調査を行ない、退院率および地域定着率を

把握する。次に、当会の支援プログラムをプログラムモデルとして、モデル適

合度を測定するフィデリティ尺度を作成する。また、そのフィデリティ尺度を

用いた全国の各退院促進支援事業実施主体のプログラム評価を行なう。最後に、

当会の支援プログラムの構成要素のうち、どの支援要素が精神障害者の退院促

進ならびに地域定着に効果的であるのかを検証する。 
 

3-2. 方法 
 
3-2-1. 尺度の作成 
 
巣立ち会における支援要素を基準に、以下の手続きで退院促進支援事業フィデ

リティ尺度 9を作成した。なお、これらの手続きは巣立ち会において退院促進支

援事業に従事する臨床心理学領域専攻の大学院生、および社会福祉領域専攻の

大学院生らによって行なわれた。 
 

（１） 支援要素の抽出 
巣立ち会において退院促進支援事業に関わるスタッフから、巣立ち会に特徴的

な支援要素、および理想とする段階について聞き取り調査を行った。得られた

支援要素から、KJ 法により 25 項目が抽出された。 
 

（２） 支援内容の分類 
包括型地域生活支援プログラム（Assertive Community Treatment；ACT）

のプログラム評価尺度である DACTS を参考に、支援要素を「人的資源：構造

                                                  
9 フィデリティとは特定のプログラムがプログラムモデルの科学的根拠に基づく基準に従

っている程度のことであり、モデル適合度、実践度などと訳される（大島、2005）。 
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と構成」（3 項目）、「組織の枠組み」（5 項目）、「サービス特徴」（17 項目）の 3
領域に分類した。また、「サービス特徴」については、巣立ち会における支援の

流れに沿って、「導入期；アウトリーチ」（5 項目）、「退院前」（5 項目）、「居住

支援」（4 項目）、「退院後」（3 項目）に分けられた。 
 

（３） アンカーポイントの設定 
各支援要素について、全国の実施状況をもとに各 5 段階を設定した。巣立ち会

が現在行っている段階、あるいは理想とする段階を 5 とした。 
 
 

3-2-2. 評価の実施 
 
前章の退院促進事業実施主体の実施状況調査において回収した、退院促進支援

事業に関する調査票の回答から各実施主体の支援状況を把握した。その結果か

ら、退院促進支援フィデリティ尺度を用いて、各実施主体のプログラム評価を

行った。評価は巣立ち会において退院促進支援事業に従事する臨床心理学領域

専攻の大学院生が行い、社会福祉領域専攻の大学院生らの評価との一致を確認

した。 
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3-3. 結果 
 
3-3-1. 尺度の作成および評価の実施 
 
巣立ち会の退院促進における支援要素を基準に、退院促進支援事業フィデリ

ティ尺度を作成した。退院促進支援事業フィデリティ尺度を表 3-1 に示す。 
支援体制や、支援継続中など支援の状況によっては退院促進支援事業フィデ

リティ尺度に含まれる支援要素を評価できない実施主体もあった。39 ヶ所につ

いて評価を行った結果、尺度合計得点の平均は 70.9 であった。巣立ち会は 108
と最も高く、巣立ち会の理想とする支援プログラムであり、かつ現状の支援プ

ログラムを反映した尺度を作成することが出来たといえる。 
各実施主体のフィデリティ尺度の各領域得点を表 3-2 に示す。 
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表 3-1 退院促進支援事業のフィデリティ尺度 
１．人的資源：構造と構成  1 2 3 4 5 

チームアプローチ  

自立支援員がリーダーになり

その協力体制として以下の構

成員がチームとしてかかわる  

① 自立支援員  

② 居住スタッフ  

③ 体験通所 (通所訓練 )関連施

設のスタッフ  

④ 当事者（ピアサポーター  ） 

⑤ 医療系のスタッフ  

⑥ 日常生活支援のスタッフ  

F01 

⑦ その他  

チーム体制では

なく自立支援員

が単独ですべて

の支援及び調整

を行う  

チーム体制では

なく自立支援員

が主に支援・調

整を行い①～⑦

のうち１ヶ所の

スタッフが支援

体制を組んでい

る  

チーム体制で自

立支援員がリー

ダーになり①～

⑦のうち３ヶ所

のスタッフが支

援体制を組んで

連携及び直接支

援を行っている

チーム体制で

自立支援員が

リーダーにな

り①～⑦のう

ち 4 ヶ所のス

タッフとピア

(当事者）サポ

ーターが支援

体制を組んで

連携及び直接

支援を行って

いる  

チ ー ム 体 制 で 自

立 支 援 員 が リ ー

ダ に な り ① ～ ⑦

のうち 5 ヶ所以上

の ス タ ッ フ と ピ

ア・サポーターが

支 援 体 制 を 組 ん

で 連 携 及 び 直 接

支 援 を 行 っ て い

る  

F02 

プログラムミーティング  

プログラム全体のミーティン

グは多くは行わず、適宜開催す

る  

週に１回以上の

ミーティングを

行っている  

週に１回以下の

ミーティングを

行っている  

月に１～２回の

ミーティングを

行っている  

月に 1 回以下

のミーティン

グを行ってい

る  

不定期・必要に応

じ て 随 時 ミ ー テ

ィ ン グ を 行 っ て

いる  

F03 

プログラムのサイズ  

実施スタッフが以下の構成を

満たし、十分な人員を満たして

いる  

□自立支援員  

□通所関連施設のスタッフ  

□居住関連施設スタッフ  

□医療系のスタッフ  

□当事者（ピアサポーター）  

□日常生活支援スタッフ  

□その他  

対象者一人当た

りかかわる各機

関のスタッフ総

数が２人未満で

ある  

対象者一人当た

りかかわる各機

関のスタッフ総

数が２人以上～

５人未満である

対象者一人当た

りかかわる各機

関のスタッフ総

数が５人以上～

8 人未満である

対象者一人当

たりかかわる

各機関のスタ

ッフ総数が８

人以上～１０

人未満である  

対 象 者 一 人 当 た

り か か わ る 各 機

関のスタッフ（ピ

ア サ ポ ー タ ー 含

む）総数が 10 人

以上である  
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２．組織の枠組み  1 2 3 4 5 

F04 

訓練期間  

対象者の状況を十分に把握し、

対象者に適した訓練期間の調

整を行う。また訓練期間は事業

要綱の規定にとらわれない  

訓練期間は平均

で 5 ヶ月未満で

ある  

訓練期間は平均

で 6 ヶ月未満で

ある  

訓練期間は平均

で７ヶ月未満で

ある  

訓練期間は平

均で８ヶ月未

満である  

訓 練 期 間 は 平 均

で 8 ヶ月以上であ

る  

F05 

対象者の選択基準  

可能な限り対象者枠を広げ、誰

でも利用可能な選択基準とし

ている  

医療機関（病院）

からの申し込み

を受け、厳しい

除外基準を設け

受け入れている

医療機関（病院）

からの申し込み

を受け、一定の

除外基準を設け

受け入れている

事業要綱の基準

に定められた対

象者を選択し受

け入れている  

独自の選択基

準を設け、医

学的条件（病

状、アルコー

ルなど）ある

いは生活能力

により除外さ

れる場合もあ

る  

独 自 の 選 択 基 準

を 設 け あ ら ゆ る

タ イ プ の ケ ー ス

を 受 け 入 れ て い

る  

F06 

事業終了後の継続的なサ

ービス提供  

事業終了後もサービス提供を

終了せず、すべてのクライエン

トに対し必要に応じてかかわ

りを続ける  

退院後の支援は

行っていない  

退院後１ヶ月以

内の支援を行っ

ている  

必要があれば、

退院後２ヶ月以

内の支援を行っ

ている  

必 要 が あ れ

ば、退院後２

ヶ月以上の支

援を行ってい

る  

契約終了後、90％

以 上 の 人 に 継 続

的 な サ ー ビ ス 提

供をしている  

F07 

24 時間連絡可能な救急サ

ービスの提供  

救急時にいつでも連絡可能な

体制をとり、危機介入を行う  

救急サービスの

体制を取ってい

ない  

業務時間外の救

急サービスは別

機関に定められ

ている  

業務時間外の救

急サービスは電

話対応だけ応じ

る  

24 時間電話受

付をしている

が救急サービ

スは提携機関

に委託してい

る  

24 時間救急サー

ビ ス を 行 っ て い

る  

F08 

事業に対する評価  

 退院促進支援の効果、課

題などを次回につなげる

ために事業の評価を行う  

事業終了後の評

価を行っていな

い  

中断者のみ評価

を行っている  

対象者すべてに

対し評価を行っ

ている  

対象者すべて

に対し評価を

行い、報告会

および報告書

をまとめ公表

している  

報 告 会 お よ び 報

告 書 を ま と め 公

表し、第３者機関

か ら 評 価 を 受 け

ている  
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３．サービスの特徴：導入期  

；アウトリーチ  
1 2 3 4 5 

F09 啓発活動（地域関係機関向

けの事業説明）  

地域関係機関に出向いて、啓発

活動（事業説明）を行っている  

事業説明を行っ

ていない  

年 1 回行ってい

る（事業開始時

など）  

病院から要請が

あったときなど

に行っている  

年２回以上行っ

ている  

月 1～2 回行っ

ている  

F10 当事者による啓発活動（地

域関係機関向けの事業説

明）  

地域関係機関向けの啓発活動

で、当事者が中心になり事業説

明を行っている  

当事者は参加し

ていない  

スタッフが決め

た役割を当事者

が果たす  

スタッフ主導で

当事者の意見を

取り入れて実施

している  

スタッフと当事

者が対等に役割

を分担し企画・

実施している  

当事者が主体で

スタッフは補助

的な形で企画・

実施している  

F11 啓発活動（患者向けの事業

説明）  

病院の病棟に出向いて、患者さ

んに事業説明を行っている  

事業説明を行っ

ていない  

年 1 回行ってい

る（事業開始時

など）  

病院から要請が

あったときなど

に行っている  

年２回以上行っ

ている  

月 1～2 回行っ

ている  

F12 当事者による啓発活動（患

者向けの事業説明）  

患者向けの啓発活動で、当事者

が中心になり事業説明を行っ

ている  

当事者は参加し

ていない  

スタッフが決め

た役割を当事者

が果たす  

スタッフ主導で

当事者の意見を

取り入れて実施

している  

スタッフと当事

者が対等に役割

を分担し企画・

実施している  

当事者が主体で

スタッフは補助

的な形で企画・

実施している  

F13 対象者発掘に関わる面接  

自立支援員は地域・病院などに

出向き、対象者の発掘および受

け入れに関する面接を活発に

行う  

対象者となる前

の面接は行って

いない  

対象者となる前

の面接を年間  

１～５人行った

対象者となる前

の面接を年間  

６～ 10 人行っ

た  

対象者となる前

の 面 接 を 年 間

11～ 20 人行っ

た  

対象者となる前

の 面 接 を 年 間

20 人以上行っ

た  
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３．サービスの特徴：退院前  1 2 3 4 5 

F14 

サービスの段階的提供  

退院促進支援事業では以下のサービスが

提供される  

①対象者との関係づくり  

②支援計画書づくり  

③体験通所  

④入居準備  

⑤体験外泊  

退 院 促 進 支 援

事 業 は ① ～ ⑤

の段階のうち、

１ つ が 提 供 さ

れている  

退院促進支援

事業は①～⑤

のうち２つが

提供されてい

る  

退院促進支援

事業は①～⑤

のうち 3 つが

提供されてい

る  

退院促進支援

事業は①～⑤

までの 4 つが

提供されてい

る  

退院促進支援

事業は①～⑤

までのすべて

の段階を経て

提供されてい

る  

F15 

対象者との個別面接  

退院前に、自立支援員と対象者との面接を

頻繁に行っている  

退 院 前 に 自 立

支 援 員 と 対 象

者 と の 面 接 は

行っていない  

退院前に自立

支援員と対象

者との面接を

月１回未満行

っている  

退院前に自立

支援員と対象

者との面接を

月に１～２回

行っている  

退院前に自立

支援員と対象

者との面接を

2 週に１回以

上行っている  

退院前に自立

支援員と対象

者との面接を

週に１回以上

行っている  

F16 

体験通所の日数  

体験通所の利用日数は柔軟に設定する  

体 験 通 所 は し

ていない  

体験通所の日

数が決まって

いる  

体験通所の日

数の設定をし

ていない  

必要に応じて

個別に設定し

ている  

徐々に増やし

ていく  

退院前の当事者による支援  

以下の支援を当事者が行っている  

①  施設の案内、作業内容などの

説明を行う  

②  必要に応じて病院から体験通

所・外泊先までの送迎を行う  

③  地域生活の助言（買い物の仕

方、電車の乗り方など）を行

う  

F17 

④  金銭管理や禁煙、食事管理（糖

尿病の場合）など健康相談を

行う  

当 事 者 に よ る

支援がない  

①～④のうち

１つの当事者

による支援が

ある  

①～④のうち

２つの当事者

による支援が

支援がある  

①～④のうち

３つの当事者

による支援が

ある  

①～④のうち

すべての当事

者による支援

がある  

F18 

医療関係機関との連絡調整  

自立支援員は現在の状況等について、定期

的に医療関係機関に連絡及び報告をして

いる  

医 療 関 係 機 関

と は 連 絡 を 取

っていない  

医療関係機関

に月１回以下

の連絡をして

いる  

月 1 回以上、

週１回未満の

連絡をしてい

る  

医療関係機関

に週１回以上

連絡をしてい

る  

医療関係機関

は必要に応じ

て随時連絡を

している  
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３．サービスの特徴：居住支援  1 2 3 4 5 

住居確保の支援  

対象者の退院が具体的に見え

てきた時、以下の住居確保に関

する支援を行う  

①保証人制度の利用  

②福祉事務所との相談・連携  

③不動産業者との相談・連携  

④家主との相談・連携  

⑤家族との相談・連携  

⑥居住施設との相談・連携  

F19 

⑦同行支援  

本人に任せてお

り特別な支援は

行っていない  

①～⑦のうち２

つ以下の支援を

行っている  

①～⑦のうち３

～4 つの支援を

行っている  

①～⑦のうち 5

つの支援を行っ

ている  

①～⑦のうち 6

つ以上の支援を

行っている  

F20 

住居提供  

退院先のない対象者に入居で

きる住居を提供する  

住居を提供して

いない  

～ 20 ％ 未 満 の

住居を提供して

いる  

20 ～ 69 ％ の 住

居を提供してい

る  

70 ～ 89 ％ の 住

居を提供してい

る  

90 ％ 以 上 の 住

居を提供してい

る  

F21 

具体的な退院条件の提示  

対象者に退院後の具体的なイ

メージを与え、生活リズムを整

えることを目的とする  

病院内での訓練

終了を条件とし

ている  

退院条件を提示

していない  

一律の退院条件

を提示している

対象者個別の退

院条件を提示し

ている  

退院条件は入居

先を決めて具体

的に提示してい

る  

体験外泊  

体験外泊中も以下のサービス

を提供する  

①  外泊中の回数制限がな

い  

②  外泊中でも体験通所で

きる  

③  居住施設の行事（夕食

会など）に参加できる  

④  ピア・サポート  

F22 

⑤  その他  

体験外泊を一切

していない  

体験外泊の際、

①～⑤のうち 1

つのサービスを

提供している  

体験外泊の際、

①～⑤のうち 2

つのサービス提

供をしている  

体験外泊の際、

①～⑤のうち 3

つのサービス提

供をしている  

体験外泊の際、

①～⑤のうち 4

つ以上のサービ

ス提供をしてい

る  
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３．サービスの特徴：退院後  1 2 3 4 5 

退院後の支援  

退院後は以下の支援を行う  

① 日常生活支援スタッフによ

る支援  

② 医療系スタッフによる病状

管理（服薬管理）  

③ 居住関連施設のスタッフに

よる生活支援（金銭管理、

同行支援、夕食会など）  

④ 通所関連施設のスタッフに

よる支援  

⑤ リハビリテーションプログ

ラム（ピア・カウンセリン

グ、SST など）の実施  

F23 

⑥ その他  

退院後の支援は

一切していない

①～⑥のうち退

院後の支援は１

つである  

①～⑥のうち退

院後の支援は 2

つ～３つである

①～⑥のうち退

院後の支援は４

つである  

①～⑥のうち退

院後の支援は５

つ以上である  

退院後当事者による支援  

退院後に当事者が以下のよう

な支援を行っている  

① 利用施設までの送迎・夕食

会場までの送迎・食後片付

け方などへの助言・朝が苦

手な方に声かけを行う  

② 日常生活の助言（買い物の

助言、休日の過ごし方、一

緒に時間を過ごす）を行う  

F24 

③ 金銭管理・服薬管理・健康

管理・福祉制度の使い方な

どの助言を行う  

退院後の当事者

による支援は行

っていない  

①～③のうち１

つの当事者によ

る支援がある  

①～③のうち２

つの当事者によ

る支援がある  

①～③のうちす

べて当事者によ

る支援がある  

当事者を自立支

援員として一緒

に取り組める体

制を取るために

雇っている  
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地域関係機関及び関係者と

の連携  

退院後の地域ケアを円滑に

進めるために、以下の諸関

係機関との連携を適切に取

り支援を行っている  

① ～ ⑯ の う ち

13 以上と連携

を取っている  

① 通所施設  

② 不動産業者  

 

③ 警察署・交番  

④ 家族会  

⑤ 保健所  

⑥ 行政  

（福祉事務所、障害福祉課） 

⑦ 社会福祉協議会  

⑧ 生活訓練施設  

⑨ 居住施設（グループホーム） 

⑩ 地域生活支援センター  

⑪ 介護保険事業所  

⑫ ボランティアグループ  

⑬ 自治会      

⑭ 障害者就労支援センター  

⑮ 病院  

F25 

⑯ その他  

地域の関係機関

及び地域資源と

は一切連携を取

っていない  

①～⑯のうち５

つ未満と連携を

取っている  

①～⑯のうち 5

つ以上～９つ未

満と連携を取っ

ている  

①～⑯のうち９

つ以上～ 13 未

満と連携を取っ

ている  
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表 3-2 フィデリティ尺度得点 

 

実施  

主体  

分類  

実施  

主体  

No. 

人的  

資源  

組織の枠

組み  

ｻｰﾋﾞｽの  

特徴：  

導入期  

ｻｰﾋﾞｽの  

特徴：  

退院前  

ｻｰﾋﾞｽの  

特徴：  

居住  

支援  

ｻｰﾋﾞｽの  

特徴：  

退院後  

合計  退院率

19 12 11 6 10 6 4 49 100 

13 12 14 6 18 10 5 65 66.7

20 14 20 10 14 7 8 73 60 

98 13 11 12 12 7 7 62 50 

17 7 18 10 17 7 4 63 40 

94 10 13 13 11 6 8 61 20 

15 12 13 5 12 6 7 55 20 

97 11 17 9 19 14 4 74 0 

95 14 13 15 14 6 3 65 0 

14 9 16 9 12 9 5 60 0 

53 4 14 7 14 10 7 56 0 

21 10 11 7 14 7 3 52 0 

96 12 11 6 12 7 4 52 0 

99 6 16 5 15 6 3 51 0 

保健

所  

100 8 12 8 14 6 3 51 0 

69 14 17 9 21 14 11 86 100 

68 13 14 8 19 8 9 71 100 

2 11 20 5 17 10 12 75 76.9

63 9 17 12 17 18 13 86 71.4

62 13 13 8 19 19 13 85 64.3

55 13 18 8 16 15 9 79 60.6

6 7 15 7 17 15 8 69 57.1

8 11 22 11 17 18 10 89 53.8

25 14 14 14 18 12 9 81 42.9

102 13 13 9 16 7 4 62 42.9

33 13 14 13 14 17 8 79 41.2

52 15 16 14 17 9 9 80 37.5

地域  

活動  

支援  

ｾﾝﾀｰ 

61 10 17 7 17 15 9 75 37.5
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29 5 11 11 19 12 5 63 35.5

93 15 18 14 19 12 12 90 30.6

9 7 14 12 17 12 6 68 25 

3 11 12 7 16 12 7 65 25 

70 11 12 12 18 9 9 71 21.1

27 9 16 22 20 11 5 83 0 

 

67 10 15 7 15 6 4 57 0 

54 15 13 6 21 9 11 75 83.3

18 12 20 17 15 9 7 80 66.7病院  

49 15 19 16 21 17 10 98 26.9
通所

施設  

巣立

ち会 
12 22 21 23 18 12 108 61.2

平均  

SD 
 

11.1 

2.9 
 

15.2  

3.1  
 

10.2 

4.2  
 

16.3 

3.0 
 

10.7 

4.1 
 

7.4  

3.1  
 

70.9 

13.9 

38.9

38.9

項目  

数と  

合計  

得点  

 

 

 

 

 

3 項目  

15 

 

 

5 項目  

25 

 

 

5 項目  

25 

 

 

5 項目  

25 

 

 

4 項目  

20 

 

 

3 項目  

15 

 

 

25 項目  

125 
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3-3-2. プログラム評価 
 
退院促進支援事業フィデリティ尺度得点と退院率との Spearman の順序相関

係数を算出した結果、尺度合計得点と退院率には中程度の有意な相関が認めら

れた（r = 0.46, p < .01）。 
下位尺度でみると、「人的資源」（r = 0.41, p < .01）、「サービスの特徴：退院

前」（r = 0.34, p < .05）、「サービスの特徴：居住支援」（r = 0.35, p < .05）で中

程度の、「サービスの特徴：退院後」（r = 0.61, p < .01）で強い、有意な相関が

認められた。 
下位項目では、「人的資源」のうち「チームアプローチ」（r = 0.32, p < .05）

と「プログラムのサイズ」（r = 0.33, p < .05）に中程度の有意な相関が認められ

た。「組織の枠組み」は領域合計では優位な相関は認められなかったが、「事業

終了後の継続的なサービス提供」（r = 0.53, p < .01）に強い有意な相関が認めら

れた。「サービスの特徴：退院前」では「体験通所の日数」（r = 0.51, p < .01）
と「退院前の当事者による支援」（r = 0.37, p < .05）に中程度以上の有意な相関、

「サービスの特徴：居住支援」では「具体的な退院条件の提示」（r = 0.36, p < .05）
と「体験外泊」（r = 0.54, p < .01）に中程度以上の有意な相関が認められた。「サ

ービスの特徴：退院後」では「退院後の支援」（r = 0.60, p < .01）と「退院後当

事者による支援」（r = 0.44, p < .01）、「地域関係機関及び関係者との連携」（r = 
0.35, p < .05）の 3 項目全てに中程度以上の有意な相関が認められた。 
各領域の相関係数を表 3-3、表 3-4、表 3-5、表 3-6、表 3-7、表 3-8 に示す。
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表 3-3「人的資源」項目得点と退院率の相関 

Fidelity No. F01 F02 F03 人的資源 合計

Mean 

S.D. 

r 

3.5 

1.5  

0.32* 

4.1 

1.1  

0.25 

3.5 

1.2  

0.33* 

11.1  

2.9  

0.41**  

** p < .01   * p < .05 

 

 
表 3-4「組織の枠組み」項目得点と退院率の相関 

Fidelity No. F04 F05 F06 F07 F08 組織の枠組み 合計

Mean 

S.D. 

r 

2.7  

1.5  

0.06 

3.2  

0.7  

0.29 

3.1  

1.1  

0.53** 

3.2  

1.7  

0.08 

2.9  

1.2  

0.01 

15.2  

3.1  

0.26  

** p < .01   * p < .05 
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表 3-5「サービスの特徴：導入期；アウトリーチ」項目得点と退院率の相関 

Fidelity No. F09 F10 F11 F12 F13 サービスの特徴：導入期 合計

Mean 

S.D. 

r 

2.9  

1.3  

-0.08 

1.5  

1.0  

-0.05 

2.2 

1.4 

0.03

1.5 

0.9 

-0.05 

2.1 

1.3 

0.12

10.2  

4.2  

-0.03  

 

 

表 3-6「サービスの特徴：退院前」項目得点と退院率の相関 

Fidelity No. F14 F15 F16 F17 F18 サービスの特徴：退院前 合計

Mean 

S.D. 

r 

3.9  

1.1  

0.24 

3.9  

1.0  

-0.10 

2.9  

1.0  

0.51** 

1.8 

1.1 

0.37*

3.9 

1.3 

0.15

16.3  

3.0  

0.34 * 

** p < .01   * p < .05 

 

 
表 3-7「サービスの特徴：居住支援」項目得点と退院率の相関 

Fidelity No. F19 F20 F21 F22 サービスの特徴：居住支援 合計 

Mean 

S.D. 

r 

3.4  

1.2  

0.31 

2.1  

1.7  

0.10 

2.7  

1.0  

0.36* 

2.7  

1.6  

0.54** 

10.7  

4.1  

0.35 * 

** p < .01   * p < .05 

 

 
表 3-8「サービスの特徴：退院後」項目得点と退院率の相関 

Fidelity No. F23 F24 F25 サービスの特徴：退院後 合計 

Mean 

S.D. 

r 

2.8  

1.5  

0.60** 

1.8  

1.3  

0.44** 

2.7  

0.9  

0.35* 

7.4  

3.1  

0.61 ** 

** p < .01   * p < .05 
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3-5. 考察 
 
3-5-1. 尺度の作成 
 
本研究において作成した退院促進支援事業フィデリティ尺度を用いてプログ

ラム評価を行った結果、巣立ち会の合計は 108 と最も高く、本尺度は巣立ち会

の支援プログラムを基準とした評価尺度として妥当性の高いものであった。 
 
 

3-5-2. プログラム評価 
 
フィデリティ尺度得点と退院率とには有意な相関が認められ、巣立ち会が実

践しているプログラム、および理想とする支援プログラムの有用性が示唆され

た。 
具体的に、どのような支援要素が退院促進支援に効果的であるかについては、

以下の 4 点が考えられた。 
1 つ目は、充実したスタッフによる支援体制である。下位尺度の「人的資源」

で退院率と中程度の相関が認められ、下位項目では「チームアプローチ」と「プ

ログラムのサイズ」で中程度の相関が認められた。このことから、関わるスタ

ッフが各領域にわたりチームとして機能し、かつ人員が多いほど、退院促進の

効果的な支援が可能となることが明確となった。巣立ち会においては、通所を

条件として対象者を受入れている。したがって、ほとんどの利用者に通所施設

のスタッフと、居住施設のスタッフが共に関わり、退院促進と地域生活の支援

を行っている。また、法人内に 3 つの通所施設と、8 つの居住施設があり、自

身が通所あるいは入所している施設以外に所属する数多くのスタッフも、日常

的に関わっていることになる。多くの人員で常に見守りながら進めていく支援

が非常に有効であるといえる。 
「プログラムミーティング」については、退院率との相関では有意な結果は

得られなかった。当会では通常の退院促進支援事業のように多くの会議を持た

ず、直接関わるスタッフが必要に応じて随時関連機関との連絡調整を行う、ケ

ースマネジメントの手法をとっている。これは、効率的な運営を目的とするも

のであり、退院率に対して直接的な影響を与えるのではなく、別の機能に対し

て影響を与えているものと考える。おそらく、何らかの問題が生じた時に会議

での決定を待つのではなく、即時の対応を行うかどうかというものである。支
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援の中止や、訓練期間の長期化、退院後の再入院率に影響を与えているものと

考える。今後、検討が必要である。 
また、「サービスの特徴：導入期」では退院率との相関は認められなった。そ

れは、当会における啓発活動のような活動を実施しているところが少なかった

ためと考えられた。候補者の選定に関わる面接についても、対象者となる前に

面接を行っているところはほとんど認められなかった。事業対象者数が決して

多いとは言えず、病院関係者にさえ事業の理解が進んでいない現状においては、

退院率に直接与える影響は低い可能性がある。しかし、対象者の受け入れを増

やし、またそれによって支援体系を整えていくためにも、対象者の開拓や啓発

活動は重要な意味を持つものと考える。 
2 つ目は、充実した退院後の支援である。下位尺度「組織の枠組み」では優位

な相関は認められなかったが、下位項目の「事業終了後の継続的なサービス提

供」に強い相関が認められた。これにより、退院後の継続的な支援が高い退院

率につながっていることが明らかとなった。加えて、下位尺度「サービスの特

徴：退院後」に退院率との強い相関が認められたことは、着目すべき点である。

下位項目である「退院後の支援」と「退院後当事者による支援」、「地域関係機

関及び関係者との連携」の 3 項目全てにも中程度以上の相関が認められた。退

院までの支援ではなく退院後の支援が充実していることで、退院率を高める可

能性は高い。「地域関係機関及び関係者との連携」があることは、退院後に地域

で安定した生活を営む上での、安心感を与えているものと考える。特に、「退院

後の支援」に強い相関が認められ、「組織の枠組み」の「事業終了後の継続的な

サービス提供」にも強い相関が認められたことは、退院促進支援開始時から退

院後も同じスタッフが関わること、また退院後は居住施設関連スタッフや通所

関連施設スタッフ、医療、日常生活支援等、種々の領域のスタッフが関わるこ

とが、退院促進支援において有効であることを示唆しているといえる。 
3 つ目は、充実した当事者による支援である。下位尺度「サービスの特徴：退

院前」の下位項目「退院前の当事者による支援」と下位尺度「サービスの特徴：

退院後」の下位項目「退院後当事者による支援」に、中程度の相関が認められ

た。このことから、退院前も退院後も、ピア・サポートの機能が重要な役割を

担い、高い退院率につながるものと考えられた。おそらく、当事者の支援があ

ることで、当事者が自信を持ち、退院への動機付けが高まることが予想される。

さらに、また、先に退院し地域で生活する仲間がいることにより、退院後の生

活がイメージしやすいと考えられる。特に、長期入院者が退院に際して抱える

不安の解消に役立っているものと考える。 
最後に、明確で段階的な個別の目標設定に基づく支援である。これは、退院
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後の支援、および当事者による支援とも関連している。上述のように、退院促

進支援開始時から退院後も同じスタッフが関わることが有効である。これと当

事者の支援が効果的であることを考え合わせると、退院後の生活をイメージ出

来、病院から地域までの生活が連続したのもであることが、退院促進の働きを

持つのではないかと思われる。さらに、このような病院から地域生活までの連

続した流れにある中で、段階的な目標設定を行うことが重要であると考えられ

た。具体的には、下位尺度「サービスの特徴：退院前」の下位項目「体験通所

の日数」に強い相関が認められている。これは、「体験通所日数を徐々に増やし

ていく」が順位 5 に設定されているものである。このことから、達成が容易な

目標設定を段階的に行っていくスモールステップで目標が設定されていること

の有効性が明らかとなった。また、下位尺度「サービスの特徴：居住支援」の

下位項目「体験外泊」に中程度の相関が認められている。入院生活からいきな

り地域での生活に移るのではなく、入院中に徐々に地域での生活に慣れていく、

連続かつ段階的であることが有効であることが示唆された。また、「具体的な退

院条件の提示」にも相関が認められ、病状や服薬管理、健康管理に関わること

だけでなく、入居先を決めた上で退院後の生活を想定した訓練を行うことの重

要性を示しているといえる。なお、今回の結果からは、「住居提供」と退院率と

の関連は確認できなかった。これは、ほとんどの調査依頼先が直接提供を行っ

ているわけではなかったためと思われた。実際には、委託して住居提供を行っ

ている場合も考えられ、尺度項目の検討が必要と考える。 
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第４章 総合考察 
 
わが国の退院促進支援事業の 4 年間の実践の流れを概観し、実情を把握する

ことが出来た。上述した通り、現行の事業実施では、10 年間で 7 万 2,000 人の

社会的入院の解消という厚生労働省の当初の目的が達成出来る見込みは薄い。

当然、全国の精神科病床削減は、この事業だけでなされるものではないが、現

状のところ日本の精神科病床が漸減してきているという報告は見られない。そ

の中で、現行の方法とは異なる、あるいはさらに工夫されたやり方での退院促

進事業の展開が求められる。 
社会福祉法人巣立ち会の退院率からみた実績はこの 15 年間の通算でおおむね

半数と全国平均の 30～40%を超えており、今回の調査においても平均 38.7%を

大きく上回り 61.2%であった。この結果をもたらしている支援のあり方につい

て検証するために、本研究では巣立ち会の支援プログラムをプログラムモデル

とした、退院促進支援事業フィデリティ尺度を作成した。この尺度は、巣立ち

会の支援プログラムを反映したものであり、プログラム評価尺度の作成という

本研究の目的の一つは達成することが出来た。 
また、全国の実施主体の支援プログラムをこの尺度を用いて評価し、その退

院率とから、尺度項目である当会に特徴的、あるいは当会が理想とする支援要

素のうち、退院率と相関の高い項目を抽出した。その結果、退院率と最も相関

が高かったのは、「退院後の支援」であった。これは、多くの支援者にとって意

外なことかもしれないが、当然の結果とも考えられうる。退院後、地域に定着

してこそ地域移行であり、退院を促すだけでは問題の解決にはつながらない。

退院に際しての不安を解消するような、地域での生活を支える機能を持つプロ

グラムであればこそ、プログラム参加者も増えるということが予想されるので

ある。多くの実践者が感じていることであるが、入院中の長期入院者は退院し

たがらないものである。退院促進のプログラムにアプライするという段階で、

まず一つ目の目標をクリアしているといえよう。多くの人が参加しやすい、ハ

ードルの低いプログラムを作ることが、大きな成果をもたらすものと思われる。 
フィデリティ尺度を用いたプログラム評価を行ったことは、巣立ち会におけ

る支援プログラムの有用性を示す試みとしては成果を出すことが出来たといえ

る。しかし、実施主体によっては、支援体系が全く異なるために評価を行うこ

とができなかった。種々の支援体系の詳細な実態調査を行ない分類した上で、

それぞれが目的とするプログラムを明らかにしていくことが、今後の課題とし

て考えられる。 



 - 68 -

最後に、プログラムは必ずしも一本化される必要はない。地域や事業体の特

徴を活かした、さまざまなプログラムが存在することは大切なことと思われる。

しかし、我々巣立ち会の最大の特徴は、多くの対象者を受け入れていることで

あり、これは成果につながる第一段階である。また、プログラムの支援要素の

なかでは「充実したスタッフによる支援」、「充実した退院後支援」、「充実した

当事者による支援」、「明確で段階的な個別の目標設定に基づく支援」が、より

効果的と思われる支援要素であり、高い実績につながるものと考える。これを、

本研究で得られた知見として提唱することにより、それぞれの地域や事業体が

プログラムに検討を加え、より大きな成果につなげていく一助となることを期

待するものである。 
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